
第　５　９　期　　貸  借  対  照  表

     （２０２４年３月３１日現在） 住化ロジスティクス株式会社

科        目 金 額 科        目 金 額
千円 千円

【  資   産   の   部  】 【7,444,431】 【  負   債   の   部  】 【4,061,221】

（　流   動   資   産　） (4,345,815) （　流   動   負   債　） (2,748,162) 

現 金 及 び 預 金 56,017  営 業 未 払 金 2,045  

営 業 未 収 入 金 2,290,426  設 備 関 係 未 払 金 22,827  

貯 蔵 品 25,923  未 払 金 199,561  

前 払 費 用 81,294  未 払 費 用 274,689  

預 け 金 1,810,000  未 払 外 注 費 用 1,427,509  

未 収 入 金 63,885  未 払 法 人 税 等 108,881  

そ の 他 18,270  未 払 消 費 税 等 114,822  

前 受 金 79  

（　固   定   資   産　） (3,098,616) 預 り 金 56,502  

有  形  固  定  資  産 1,742,129  賞 与 引 当 金 537,387  

建 物 860,759  前 受 収 益 3,862  

構 築 物 74,428  

機 械 装 置 36,811  （　固   定   負   債　） (1,313,060) 

車 両 運 搬 具 235,043  退 職 給 付 引 当 金 1,299,854  

工 具 器 具 備 品 40,166  長 期 預 り 金 8,657  

土 地 493,590  長 期 前 受 収 益 4,549  

建 設 仮 勘 定 1,330  

無  形  固  定  資  産 320,436  【 純  資  産  の  部 】 【3,383,209】

ソ フ ト ウ エ ア 319,417  ［ 株   主   資   本  ］ ［3,383,209］

ソフトウエア仮勘定 577  （　資     本     金　） (50,000) 

そ の 他 442  （　資  本  剰 余 金　） (1,265,317) 

投 資 そ の 他 の 資 産 1,036,051  その他資本剰余金 1,265,317  

投 資 有 価 証 券 60,868  （　利  益  剰 余 金　） (2,067,892) 

関 係 会 社 株 式 35,201  利 益 準 備 金 12,500  

出 資 金 11,530  その他利益剰余金 2,055,392  

長 期 貸 付 金 75,990    繰越利益剰余金 2,055,392  

長 期 前 払 費 用 15,714  （うち当期純利益） 526,949  

繰 延 税 金 資 産 605,047  

そ の 他 307,691  

貸 倒 引 当 金 △75,990  

合 計 7,444,431  合 計 7,444,431  



個 別 注 記 表

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

1.資産の評価基準および評価方法
 （1）有価証券の評価基準および評価方法
     ①子会社株式および関連会社株式･･･原価法（移動平均法）
     ②その他有価証券  市場価値のない株式等以外のもの･･･期末日の市場価格等に基づく時価法
                       （評価差額は全部純資産直入法により処理している）
         　            市場価値のない株式等･･･原価法（移動平均法）
 （2）棚卸資産の評価基準及び評価方法：最終仕入原価法

2.固定資産の減価償却の方法
 （1）有形固定資産･･･定額法（リース資産を除く）
 （2）無形固定資産･･･定額法（リース資産を除く）
 （3）リース資産
　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産・・・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす
     る定額法

3.引当金の計上基準
 （1）貸倒引当金
　　　債権の貸倒損失に備えるため設定しており、一般債権については合理的に見積もった貸倒率により、貸倒懸念債
      権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
 （2）賞与引当金
      従業員の賞与の支払に備えるため、当期に負担する支払見込額を計上している。
 （3）退職給付引当金
      従業員の将来の退職給付に備えるため、年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当期に
　　  発生していると認められる額を計上している。

4.収益及び費用の計上基準
　　当社は、企業会計基準第29号第17項に基づき、収益を認識するための5つのステップに従い、約束した財又はサービ
　スの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の金額で収益を認識している。
　物流サービスに係る収益は、主に運送・倉庫・構内業務等のサービスの提供であり、顧客との契約に基づき当該サービ
　スを提供する履行義務を負っている。当該履行義務は、契約等に基づき決定されるサービスの提供が完了した一時点に
　おいて充足されると判断し、当該サービス提供完了時点で収益を認識している。

5.その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
 （1）グループ通算制度の適用：グループ通算制度を適用している。

1.グループ通算制度の適用に係る税効果会計の適用
　　当社は、2022年度から、グループ通算制度を適用している。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理
　及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又は
　これらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っている。

2.外形標準課税の適用対象法人の見直しによる繰延税金資産の金額の修正
　 「地方税法等の一部を改正する法律」（令和6年法律第4号）が2024年3月30日に公布され、2026年4月1日以降に開始
　する事業年度から外形標準課税が適用されることとなった。これに伴い、繰延税金資産の計算に使用する法定実効税
　率は従来の34.59%から2026年4月1日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.62%に変更
　している。
　　その結果、繰延税金資産の金額が48,471,994円減少し、法人税等調整額が48,471,994円増加している。

収益を理解するための基礎となる情報
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）4.収益及び費用の計上基準」に記載のとおり。

 会社計算規則第98条第2項第1号に基づき、会計監査人設置会社で必要とされる注記事項の一部を省略している。

以上

（税効果会計に関する注記）

（収益認識に関する注記）

（その他の注記）


